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経済論叢(京 都大学)第156巻 第4号,1995年10月

公 衆 衛 生 の 誕 生
一 「大 日本私立衛生会」の成立 と展開一

阪 上 孝

1

明治4年 から1年 半,医 制の調査のために岩.倉使節団に随行 した長与専斎は,

米欧で公衆衛生制度について見聞したときのことを驚きをこめて次のように回

想 している。「英米視察中,医 師制度の調査に際し,サ ニタリー云々,ヘ ルス

云々の語は,し ば しば耳聞するところにして,伯 林に来てよりも,ゲ ズントハ

イップフレーゲ等の語は幾度となく問答の間に現われた りしが,初 めのほどは

ただ字義のままに解し去 りて深くも心を留めざりしに,よ うや く調査の歩 も進

むに従い,栄 に健康保護といえる単純なる意味にあらざることに心付 き,… …

ここに国民一般の健康保護を担当す る独特の行政組織あることを発見しぬ。」

(「松香私志L.133ペ ージ)長 与は,米 欧の.公衆衛生制度が伝染病の予防や貧民

の扶助から上下水道の整備,家 屋の建築にいたるまで 「およそ人間生活の利害

にかかれるものは細大となく収拾網羅 して」いることに目を見張 り,こ の制度

を調査 して 「文明輸入の土産」 としてもって帰ろ うと考 えたのだった。(同,

134ページ)

明治6年 に帰国するとすぐに文部省医務局長に任ぜられた長与は,公 衆衛生

制度の日本への導入のために考えをめぐらせた。 しか し当時のわが国は 「国家

公衆の観念さえ確かならぬ」状態であ り,ま た公衆衛生を担 うべき医師の大多

数をしめる漢方医は 「西洋の事物としいえば一概に忌み嫌い,一 切の新政に対

しては暗に反抗の念をさえ包蔵する」という状況だったから,公 衆衛生制度を
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即 座 に 導 入 ・実 施 で き る はず もな く,「 そ の 仕 組 の大 体 を 定 め 置 き,利 害 の 目

前 に近 づ くに臨 み て便 宜 に これ を 設 施 す る」(同137ペ ー ジ)こ とで 満 足 せ ざ る

を え なか っ た。 明 治7年8月 に 発布 さ れ た医 制76条 が そ れ で,そ の 初 め の10条

で 衛 生 行 政 の組 織 が 規 定 され て い る。 長与 は 明治9年 に フ ィラデ ル フ ィ アで 開
'

かれた万国医学会に出席するために渡米して,そ の機会にアメリカの衛生制度

を調査 し,帰 国後,そ の成果をまとめて 「衛生意見」 として大久保内務卿 に提

出するなどして公衆衛生制度の実施に備えた.

長与だけでなく当時の日本にとって,公 衆と衛生,ま してその結合語である

公衆衛生はまった く新 しい観念だった1)。公衆衛生の観念を浸透させ るには,

まず 「国家公衆の観念 も確かならぬあ り様」に介入して,公 的領域 と私的領域

を区別 ・再編することが必要だった。森林太郎はいう。「公衆の健康は政府の

一人目的なり。人民には政府に向て,「我等を健康にせよ」と求むる権理あ り。
ら

政府には人民 に向て,「爾等を健康にせん」と誓ふの責任あ り。吾椚は唯政府

の応に行ふべき衛生事業 と,人 民の応に行ふべき衛生事業とを限画して,互 に

相犯すことなか らんことを望む ものなり。」(「衛生新誌の真面目」,鵬 外全集 著

作篇』27巻,243ペ ージ〉その場合,と くに重要だ と考えられたのは,個 人の心

がける衛生(養 生)と 政府の行なう強権的なコレラの予防二取締 りとに分裂し,

両者が対立さえしている日本の衛生行政の現状を克服 して,「政府的」でない

公衆衛生を確立することであった。いいかえれば衛生にかんして く社会的な〉

領域を確立することが重要だと考えられたのである。

同時に公衆衛生の観念は,医 学と医師の役割を変化させた。病人の要請にも

とづ き病気の治療を行なうという医学と医師のあ り方にたいして,病 人の要請

によらずに,そ れ どころかそれに逆らって伝染病の予防を目的として介入する

医学,〈社会的医学〉を登場させるか らである。明治前半期は洋医と漢方医の

1)衛 生 とい う言葉 は,明 治8年 に文部省医務局が内務省に移管され るさいに,長 与が 『荘子」の

「康楽楚篇」に見 える この語を健康保護 の意味で転用 して 〔同,139ペ ー ジ),衛 生局 と改称 した

ことによ っ.て今 日の意味 で定着 した。

1
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闘争の時代だったが,漢 方医学はその学理上の欠陥だけでなく,社 会的医学 と

しての無能力,公 衆衛生にかんする無力を攻撃され敗犯したのだった。「衛生

の事に付 きて旧医方にて今日の衛生の事がなし得らる可きや否やと考ふるに,

なる程和漢共に古代にありて援疫養生の法等なきにはあらざれども,或 は力を

神仏に仮 り或は摂生を道仙に求め,一 に一身の長寿を謀る方法,夫 も甚だ不確

実なる長生法に止 り,今 日の世に取て以て国家を益す可き方法は殆どなきな

り。」(石黒思慮 「東洋医方再興に付意見」,『東京医事新誌』,767号,明 治25年12月10

日)さ らに.公衆衛生は身体よりも,空 気,水,住 居などの身体をとりまく環境

を対象としてお り,そ れゆえに他のさまざまな知識や行政と緊密に結びついて

いた。公衆衛生は社会制度の一領域であるだけでな く,さ まざまな知識や行政

を結合 し再編する戦略的で方法的な観念であった。

公衆衛生にかんする知識は,実 践的 ・技術的な性質の知識である。それは医

学をはじめとするさまざまな科学に依拠 しているが,そ の目的は認識よりも伝

染病の流行の予防にある。そしてそのためには,人 々の生活習慣に介入 しそれ

を変革 しなければならない。 このような知識のあ り方を考えるためには,知 識

の三つの水準を考えることが適切であろう。

知識の一方の極には,そ の社会で 〈理論〉 として認められている多少とも体

系的で抽象度の高い知識がある。その社会で科学 とか哲学とか呼ばれている知

識である。それにたい して,一 一見したところ理論的で も体系的でもないが,日

常生活を律するうえでは強力な知識がもう一方の極を形成する。習俗とか習慣

とか呼ばれる知識の層渉それである。そしてこの両者のあいだにあって,前 者

にもとづいて後者に働 きかけ,後 者の規制と変革を目指す,ま た逆に後者の観

察によって得られた事実にもとついて前者を修正する,そ ういった知識が第三

の水準を形成する%こ の知識は,そ のあ りようからいって,人 々の生活の観

2}知 識の三つの層につ いては,M.フ ー コーかち ヒン トを得た。「世論 と科学的知識のあいだ に,

われわれが知の水準 と呼ぶ こ とを提案す る特別の水準の存在を認 める ことがで きる。 この知は理

論的なテ クス トや実験 道具のなかで のみ姿 を現わすのでな く,実 践 や制度 の総体のなかで姿を現

わす。」M.Foucau】0.Dit,etemit,,Paris,1994,T.1.p、844.
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察を必要とし,統 治 と結びついた実践的で技術的な性質を帯びるであろう。.

こうした知識は社会が存在するかぎりつねに存在するといえようが,そ の必

要が増大 し,固 有の領域をもつ知識 として成長するのは,住 民の 「合理的」統

治が統治の中心問題として意識されはじめてからのことだといってよい。ウィ

リアム ・ペティの 「政治算術」はこうした知識の誕生を印す ものだった。啓蒙

主義が第一の水準の知識の変革をもたらしたことはまちがいないが,啓 蒙の時

代にこの第三の.水準の知識が多くの知識人の関心を集め,そ れに確実な根拠を

与える努力が払われたことを無視 してはならないだろう。そ して変革が政治権

力の次元にとどまらず,社 会の次元に浸透 し,.定着することを目指すとき,こ

の水準の知識の重要性はいっそう増大することになる。

日本における公衆衛生は,ま さにご.うした知識 として機能 した。それは健康

.という日常生活にかかわ りの深い場面で,公 共の領域を作 り出し個人を社会化

する役割を果たすべ き観念であった。明治16年 に設立された 「大 日本私立衛生

会」を中心 として展開された公衆衛生にかんする言説を取 り上げなが ら,こ の

第三の水準の知識の誕生 と展開を検討することがここでの課題である。この検

討は,日 本における 〈社会的なもの〉の領域の形成過程 とその特質を明らかに

することに役立っであろう。

11

公 衆 衛 生 制 度 が 日の 目を 見 る直 接 の きっか け に な った の は,ヨ}ロ ッパ の場

合 と同 じ く コ レラの 流 行 だ った%明 治10年8月,清 国 か ら長 崎 に伝 来 し.たコ

レ ラは,患 者13,816人,死 者8,027人 を 出 す とい う猛 威 を ふ るい,政 府 は この

猛 威 を抑 え るた め に,「 虎 烈 刺 予 防 法 心 得」24条 を 定 め る。 開 港 場 で の外 国船

の 検 疫,患 者 の 届 出,患 者 を 隔離 す る避 病 院 の 設 置,流 行 地 の 交 通 遮 断,便

3)コ レラの流 行 とその社会的影響 につ いては,見 市 雅俊rコ レラの世界史」,晶 文社,1994年,

見市雅俊他著,r青 い恐怖 白い街』,平 凡社,1990Fを 参照。 日本で のコレラ流行 と衛生にたい

す る民衆 の反応について は,小 野芳郎 「衛生 の諸相」,吉 田.光邦編 卜 九 世紀 日本の情 報 と社会

変動』,京 都大学人文 科学研 究所,1985年 を参照。
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所 ・下水 な どの消 毒,消 毒 薬 の 頒 布 な ど,要 す るに検 疫 と隔離 が 主 な 内容 だ っ

た 。 しか し こ の 猛 威 の 記 憶 も消 え ぬ 明 治12年 に,コ レ ラは ふ た た び,患 者

162,637人,死 者105,786人 を出 す とい う前 回 を は る か に上 回 る大 流 行 を見 せ る。

政 府 は これ に対 応 す るた め に,検 疫,届 出,避 病 院へ の 隔離 な どの 措 置 をい っ

そ う強 化 した 「虎 烈 刺 子 防 仮 規 則 」 を 定 め,衛 生 行 政 全 般 を統括 す る機 関 と し

て 中 央 衛 生 会 と地 方 衛 生 会 を 設 置 す る。 そ の後 も コ レ ラ は,明 治15年(患 者

51,631,死 者33,784>,19年(患 者155,923,死 者108,405),.23年(患 者46 .019,死 者

35,227),28年(患 者55.瑚,死 者40.154)と 大 流 行 を く りか え し,そ れ に対 応 し

て コ レラ予 防 を 強化 す る訓 令 や 通 達 が つ ぎつ ぎ に出 され た.。日本 も 「コ レ ラは

衛 生 の 母」 とい う ヨー ロ ッパ で よ くい わ れ た 常 套句 の例 外 で は なか っ た。

この 時期 の コ レラ対 策 は,患 者 の 届 出 を義務 づ け,患 者 を避 病 院 に強 制 的 に

隔 離 す る こ とを骨 子 と してい た 。 「虎 烈 刺 予 防 仮 規 則 」 の 第24条 に は,「 医 師 診

療 の上,其 虎 烈 刺 な る を知 る も其 通 知 を怠 り二十 四時 間 を過 る もの は 三 拾 円 以

内 の罰 金 を科 す べ し」 と規 定 され て お り,警 官 が 患 者 の有 無 の 調査,家 内 の消

毒 や 患 者 の避 病 院 へ の 送 致,交 通 の遮 断 な どの実 務 にあ た った 。避 病 院 は 「人

家 隔 絶 の 場 所 に 建 設 し,其 構 造 は極 め て 軽 易 を主 と し」(第8条),「 黄 色 の 布

に 「コ レ ラ」 の 三 字 を黒 記 した る標 旗 を建 て,其 境界 には 制止 標 を立 て厳 に外

人 の 出 入 を 絶 つ べ し」 〔第9条)と され た 。 避 病 院 が 治療 で な く隔離 のみ を 得的

と して い た こ とは,長 与 自身 も認 め る と こ ろだ った。 避 病 院 は 「仮 小 屋 体 の も

の を設 け て 法 律 上 の 責 を塞 ぐの み な れ ば,治 療 介 抱 の行 き届 くべ き様 な く,

… … 一度 避 病 院 に入 れ られ た る者 は生 きて再 び帰 る こ とを得 ざ る もの の 如 き感

を 起 し,た と ひ死 す と も入 院 す る こ と能 はず との観 念 を 生 じた る も の な り。」

(「赤痢病 に於 ける医師の困難」,「衛生会雑誌』.130号,明 治27年3月 〉

こ う した 強 圧 的 な コ レ ラ対 策 は.「コ レ ラ7揆 」41とよば れ た民 衆 の 反 抗 を 引

4}「 コレラーN1は 明治10,12,15年(と くに12年}に ,岡 山,愛 知,新 潟,神 奈 川,埼 玉で

起 ったが,当 局 の記録 によれ ば,避 病 院反対を掲げた埼玉県の30数 か村1 ,000人 余の一揆が最大

で、 それ ほど大 規模で はなかった。 旧 本科 学史学会編 「日本科学技術 史大系」第24巻 ,『 医学

〔1)」.1965年.34-35ペ ージ)
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き起 こ し,「 人 民 ほ とか くこれ[コ レラ予防]を 忌 み 嫌 い で 隠 蔽 を事 と し,・・… ・

衛 生 とい え る こ とは 総 て 人 民 の 厭 う と ころ 」(『松香私志 』,178ペ ー ジ〉 と な る と

い う結 果 を.もた ら した%長'}は,ア メ リ カの 衛 生 行 政が 「自由党 洪 の 国 柄 と

て,も.っ ば ら 自治衛 生 の大 義 を主 と して,規 則 法 文 の厳 正 な る に似 ず,実 際 の
.. 5

執行に至 りては,寛 仮儀容の手段巧みに用いられて苛察深刻の弊なく,手 数の

簡易にして事務の敏活に運ぼるるは実に感服 に堪えた り」(168ページ)と 記 し

たが,日 本の衛生行政は 「きわめて厳重強硬の手段を用い,警 察的武断政略を

用いる」(171ページ)こ とによって.,そ の対極になってしまったとい うのが長

与の反省である。長与 らはこの反省の上に立って,衛 生知識の啓蒙と普及を目

的 とする 「大 日本私立衛生会」の結.成を企て,明 治16年5月 に1250人 余 りの参

会者を集めてその設立総会を東京木挽町の明治会堂で開いた。「私立」 と銘打

たれているけれども,幹 部は内務省衛生局の高級官僚や陸海軍の軍医や医科大

学教授で占められてい.たから,じ っさいは半官半民の組織だった6}。その後,

衛生会の会員は急速に増加 して翌年には4,950人 にな り,以 後5,000人 か ら

6,500人 の会員を擁 して,衛 生知識の啓蒙活動の中心になった7}。各地の衛生事

情の調査,毎 月の常会や講演会の開催,『大 日本私立衛生会雑誌』 似 下r衛 生

会雑誌』と略す〉の刊行がその主な事業で.,「衛生会雑誌』は衛生にかんする言

説が展開される主要な場になった。

衛生知識の啓蒙の目的は,当 然のことながら,日 本人の旧来の生活習慣の改

5)し か し他 方で 「衛 生」 の語は 「新聞紙上に喋々せ らるるのみならず,器 物 に食品 に日用品に又

洗湯にまで も衛生 の二字 を冠 して得意の花生を求むるに至れ り」 とい うほ どの流行語にな った。

問題はそれが皮相 の空論 に流れ て実効 を上げていない点にあ り,そ の理由 は衛生論者の.啓蒙の仕

方 にある,と い うのが長与の総括で ある。(長 与 「衛生普及の障碍 は果 して何 物ぞ」,『衛 生会雑

誌」54号.明 治20年U月)

5)設 立総会で承認 され た役 員は,会 頭佐野常民,副 会頭 長与専斎,幹 事松山棟庵,出 代基徳,白

根専一.・,大田実,永 井久一・郎,高 木兼寛,三 宅秀.石 黒忠恵,長 谷川泰で ある、

7)衛 生会の規則 には,「 本会の 目的は全国人民の健康 を保持増進 するの方法 を討議 講明 し,一 に

は衛生上 の智識 を普及 し,一.一には衛 生上 の施政を翼賛す るにあ り」(第 ユ条),「 凡 そ本 会の 目的

を賛成履行 せん とする者 は何人た りとも会員た ることを得」(第3条 〕 とあ り,医 師だけで な く,

広 く知識人や実務 家を結集 したが,明 治37年 に 日本衛 生学会 が設立 され るとともに会員数は激減

す ることになる。
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善にある。日本の家屋の問題,米 飯中心の食生活の是非,.衛 生の観点から見て

靴が良いのか下駄が良いのか,洋 服か和服か,子 供を背負うことの是非,武 術

とヨーロッパ式の体操のどちらが優れているか,な ど日常生活にかかわるさま

ざまな問題が論 じられたa)。

日本の家屋の改良は長与専斎,高 木兼寛,松 山棟庵らが大日本衛生会の常会

で論 じた問題だった。長.与は 「寝室 も食堂 も兼帯にして座する所に食ひ食らう

所に睡るが如き実に蛮俗の遺風にして日本人の不活発なる懶惰なる体格の奇形

なる発育の不全なる皆勤座住よ り生ずる」のであb,衛 生の観点から見れば日.

.本式の家屋の改良が是非 と盗必要だ とい う。さらに公衆衛生から見れば,欧 米

流の 「中等以..ヒの人に適当.する借家」を普及 して,不 衛生な小家屋が密集 して

いる都市の状況を改善しなければならない。こうした住宅改良の最大の障害の

一つは,日 本人が 「家」についてもっている旧習,つ まり 「家なきものは浪人

にして世間の交際もならず と謂ふ遺伝の思想」である。封建時代には 「家屋に

拠て身分を表 し」ていたのにたいして,今 日では 「家は単に地面と家屋の実価

に して別に家名の栄誉 もなく家禄の実益もなく,一 個の財産」 にす ぎない。

「文明世界の家は入に属 し,封 建時代の人は家に属 し,主 客共地を換えた りと

謂ふべ し。」にもかかわらず,「 家を大事人切 と思ひ込みたる先祖伝来の念慮は

深 く骨髄 に徹 し」てお り,そ れが家屋改良を妨げる遠因となっている。(「借家

の説」,『衛生会雑誌』35号,明 治19年4月)こ のように公衆衛生は 「家」にかんす

る心性の変革を要請 したのだった。

日本食の問題は脚気の予防と治療にもかかわる大問題で,と くに軍隊内での

脚気予防 と治療は 「強兵」の問題にかかわっていたから,議 論の的になった。

医科大学の大沢謙二,海 軍軍医の高木兼寛は,米 飯中心のH本 食が栄養価の点

で劣ってお り,日 本食が食物中の.炭素と窒素のバランスを欠いていることが脚

気の原因だと主張した。高木の提唱により海軍は明治17年 に兵食を改善 し,そ

8)家 庭 が生活 習慣 の改善の ための重要な戦略点 となる ことは容易 に想像で きるところだが,予 想

に反 して,r衛 生会雑誌』には家庭 や.母・妻 の役割 に言及する言説はほ とん ど見られ ない。
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れ に よ って 海 軍 め 脚気 患 者 が 激 減 した こ とが そ の 強 力 な論 拠 に な っ た。 それ に

た い して 森 林 太郎 は,明 治21年.U月 の大 日本 衛 生 会 の常 会 で 「非 日本 食 論 は将

に.其根 拠 を失 は ん とす 」 と題 す る演 説 を行 な って 全面 的 に 反論 す る。 森 に よれ

`ば,高 木 らが依 拠 して い る リー ビ ッヒの 栄 養価 説 は学 説 的 に乗 越 え られ て お り,

プ ブ リュー ゲ ル の カ ロ リー 説 に よ る べ きで あ り,.ま た彼 らが 根 拠 と し て い る

フ ォイ トの食 物 標 準 は,日 本 人 の 体 格 を 考 え れ ば 蛋 白 質 の量 が 多 す ぎ る。 森 は,

「一規 則 を用 ゆ る に厳 に其 適 応 す べ きの 区域 を守 る の必 要 あ る こ と明 な り。遡

源 法(イ ン ドゥクッィオン)を 誤解 して 一局 所 に の み適 応 す るの規 則 を無 限 の境

地 に応 用 す る こ とあ らば其 弊 害 の 及 ぶ 所,未 だ 知 るべ か らざ る な り」(「非 日本.

責請 は将 に其根 拠 を失 はん とす」,『鵠外全 集 著作 篇f27巻,37ペ ー ジ)と い う ヴ ィ

ル ヒ ョウ の言 を引 きなが ら,フ ォ イ トの 食物 標 準 を金 科 玉 条 とす る こ と を批 判

す る 。脚 気 の原 因 にか ん して は 森 は 間 違 って い た けれ ど も,森 の主 張 は,日 本

人 が 長 くつ づ け て きた 生 活 習慣 には 日本 の風 土 な どに見 合 った 根 拠 と合理 性 が

あ る こ と,し たが っ て,そ の理 非 は外 部 の 権 威 者 の言 に よ ってで は な く,日 本

の 風 土 や 気候,日 本 人 の体 質 な ど につ い て の 観察 と実 証 に も とづ い て判 断 す べ

.きだ とい うこ とに あ っ た。

先 に ふ れ た 日本 家屋 の問 題 につ い て も,こ う した態 度 は一 貫 して い た 。 森 は

「日本 家 屋説 白妙 」 で,日 本 の風 土 にお い て は煉 瓦造 よ り も木 材 建 築 が 適 して

い る こ と,食 堂が そ の ま ま寝 室 に な る こ とに 不都 合 は な い こ とな ど を逐 次 論 じ

た の ち,家 屋,都 市 の改 良 は給 水 と排 水 か ら始 め な け れ ば な ら ない,と い う。

「今 日本 に て 立都 建 家 の改 良 を計 ら ん とす れ ば,宜 し く根 抵 よ り一 新 す るの大

事 業 を起 すべ し。 足 れ 地 中汚 れ の排 除 を 以 て着 手 の 第一 点 と し次 で 市 区 家 屋 に

及 ぶ の 法 な り。彼 の給 水 法 の改 良,彼 の 地 中 汚水 の排 除 に先 つ べ き固 よ り論 を

また ず。 ・・… ・若 し然 る こ と能 は ず ん ば 旧 に依 て 日本 屋 に 住 す る に 若 か ず 。」.

(「日本家屋説 自己抄」,r鴎 外全集 著作 篇128巻,17-18ペ ージ)森 の 主張 は保 守 的

に見 え るけ れ ど も,そ の核 心 は,日 本 の 習慣 の 理 非 は それ を風.tな どの他 の 諸

条 件 の な か に お き,観 察 と実 験 に も とつ く帰 納 法 に よ って のみ 明 らか にす る こ
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とができると.いう点にあった。そのかぎりで,森 は西欧の学者の結論にのみ拘

泥する 「酔洋者」9》よりもはるかに西洋近代科学の方法を身につけていたとい

うことができる。森は 「非 日本食論は将に其根拠を失はんとす」をつぎの言葉

で しめ くくっている。「諸君よ。我々日本人は……何故に或権力家の説 をば直:

に認めて,ド グマと倣 し,此 偽造の通前より空中の楼閣たる夥多の細則を作る

の癖あるや。何故に彼の西洋の学者の如 く平心英気,夥 多の材料を集めて夥多

の細則を作 り,こ れを統べて一の汎則と為すに倣はざるや。何故に遡源法を棄

てて順流法(デ ドゥクッィオン)を 取るや。」(41ぺ甲ジ)

森ほど理論的で一貫 していたのではないとしても,日 本の生活習慣を調査 し

て実証的に把握 し,そ の理非を明かにすることが必要だというのは,当 時の衛

生家たちの多くが認めるところだった。明治16年 に内務省衛生局の御用掛とし

て新潟,長 野,群 馬の3県 の衛生調査を行なった後藤新平は,そ の復命書につ

ぎのように記 している。「各国風=..Lに随ひて其法度を異にす。故に海外の制 を

採 り直に之を本邦に移す時は往々不適を免れざるは夙に省議の.一一寇する所なる

べ し。果 して然 らば則ち巡回の際,此 沿革を跡つね,汎 く事実を彙焦 し,之 を

理想に照 らして利害を審寇するは,今 日衛生拡張の最第一着の手段なるべしと

信ず。」(『後藤新平文書」,x-u)

福沢諭吉 も衛生会の明治17年1月 の常会に招かれて行なった講演で,入 浴の

例をあげなが ら日本の習慣にはそれな りの合理性があるという。自分はかつて

日本の浴場の湯の温度が高すぎて健康に悪いと考えていたが,ヨ ーロッパとは

違って日本の銭湯には洗い場があ り,か か り湯をして入浴する習慣があること

を考えれば,日 本流の熱い銭湯もそれほどとがめるにはあたらない。日本人の

習慣の 「外面を皮相すれば,西 洋書中に記す所の趣意に背き西洋の学者にと

がめらる可きが如 くなれ ども,其 実は学問の道理に於て許すべ き者なれば,

9)森 にとって,大 沢 らの 「非H本 食論」は 「旧 きを守 て迷 を執 る」 ものであ っ.た。(「読食 物論策.
一」

,『 鴎外全集 著作篇」27巻,47ペ ージ)い いかえれ ば、 日本食 を西洋食 に変え るべ きだ とい

う主張 はすで に占臭 くな った謬見にすぎない ということであ り,時 代が もう 段 階進んだ ことを

示 している。
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浸 りに之 を犯 して 新 規 の説 を 唱 へ銭 湯 の温 度 大 に低 くす べ し」 な ど とい っ て は

な らな い 。福 沢 は苦 い 自己 批 判 を 込 め て い う。 「単 に西 洋 人 の 言 を聞 き,又 西

洋 書 の 白文 を読 み,其 間 見 す る所 と我 日本 人 の所 為 と柳 か にて も相 違 す る あれ

ば,則 ち 之 を不 養 生 な り と とが め,民 俗 の 根 底 よ り一 時 に 転 覆 せ ん と企 て て

タ
、.却 って失 望 す るが 如 きは往 々世 間 に其 例 を見 るの み な らず,諭 吉 も 自身 に 同様

の罪 を犯 して 今 に 密 か に赤 面 す る もの 多 し。」(r衛 生 会雑誌』9号,明 治17年3

月)

ハ ンナ ・アー レン トに よ れ ば,人 々 は革 命 の なか で 二 つ の 幻 想 を経 験 す る。

人 々 は まず 復 興 の幻 想 を もっ て,つ ま り過 去(お そら くは遠 い過去)と の連 続 性

の幻 想 を もって,革 命 に身 を投 じる 。 ま っ た く新 しい 体 制 の モ デ ル が思 いつ か

れ る こ とは稀 だ し,ま して や そ れ が 最初 か ら人 々 を引 き寄 せ動 かす ζ とは も っ

と稀 だ ろ う。 事 実,ほ とん どの 革命 の初 期 の.合言 葉 は,か つ て 存在 し今 は 消滅

して しま った 体 制 の 復 活,そ れ へ の 回帰 で あ る。 しか し革 命 の 進 行 と と もに,

人 々 は 第 二 の よ り強力 な幻 想,過 去 との完 全 な 断 絶 の幻 想 に 到 達 す る101。フ ラ

ンス革 命 の 特 色 の..一つ は,第 一 の幻 想 が ほ ん の束 の 間 しか 力 を もた ず,第 二 の

幻 想 へ の移 行 が きわ め て 急 速 か つ 激 烈 に行 な われ,さ ら に フ ラ ンス 革 命 を革 命

の前 代 未 聞で 普 遍 的 な モ デ ル と 自己 規定 した こ と にあ る。

アー レ ン トは述 べ て い な い け れ ど も,こ の過 去 との 断 絶 の の ちに,も う一 度,

過 去 との連 続 性 が 現 わ れ る。 そ れ は 単純 な連 続 性 で は な くて,過 去 との 断絶 を

ふ くんだ 連 続 性,歴 史 の な か で の 断 絶 と連続 の再 認 識 で あ る。 フ ラ シス革 命 に

つ い てい えば,た と えば ナ ポ レ オ ン法典 作 成 の 中心 人 物 だ った ボ ル タ リス の発

言 に そ の現 わ れ を見 る こ とが で きる 。 ボ ル タ リス はい う。 民 法 典 は 人 為 の 産物

で な く時 間 とと もに 生成 す るの だ か ら,「 破 壊 す る必 要 の な い もの は保 存 す る

こ とが 有 益 で あ り」,し た が って 「立 法 者 に は,彼 が代 表 して い る 国 の習 俗,

性 格,政 治的 ・宗 教 的 状 態 を顧 慮 す る こ とが 必 要 で あ る。」U,

lo)ハ ンナ ・ア ー レ ン ト1革 命 に つ い て」 〔志 水 速 雄 訳〉,合 同 出版,1968年,第1章 。

11)」一.E一.M.Poロahs,DiscDurspronon幡lor5dehpr色sent置tkmdu〔lodeCivil,P.A.Fene【,/
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明 治維 新 に おい て も,こ れ らの幻 想 を 認 め る こ とが で き るで あ ろ う。 第..一の

幻 想 につ い て はお くと して,江 藤新 平 が ナ ポ レオ ン法 典 を翻 訳 して そ の ま ま 日

本 の民 法 典 に採 用 しよ う と考 え た こ とユ3}に,過 去 断 絶 の幻想 を 見 る こ とが で き

る。 ま た,ド イ ツ人 の 医 師 ベ ル ツは 明治9年 に 日本 に きた と き,日 本 人が 「わ

耗わ れ に は歴 史は あ りませ ん 。 わ た した ち の歴 史 は今 か らや っ とは じま る ので

す 」 と断 言 す るの を聞 い て 驚 い た と記 して い る13)が,こ の エ ピ ソー ドは 〈断 絶

の幻 想〉 の存 在 を見 事 に物 語 っ て い る1%そ して 森 林 太 郎 らが 日本 人 の生 活 習

慣 の それ な りの 根 拠 と合 理性 を事 実 の観 察 に もとづ い て 明 らか に しょ う と しは

じめ た と き,こ の 幻 想 の 支 配 は確 実 に終 ろ うと して い た の だ った。

III

こうした個人の生活習慣にかかわる衛生知識(当 時の言葉では 「私己衛生」ま

たは 「各自衛生」)の啓蒙 と平行して,ま たそれ以.Lに 重視されたのは,公 衆衛

生の内容を確定し,そ のための制度を整備することである。長与は衛生会の発

会祝詞で,文 明と衛生が矛盾 した関係 にあることを強調する。衛生とは自己の

生命の保全にほかならず,其 意味では人類の存在 と同じほど古い。事実,養 生

法はさまざまな文化において古 くから宗教上の戒律のかたちをとって存在 して

いる。しか し文明化 とともに工業が興 り,都 市の人口が稠密になると,か つて

はなかったような 「健康を害する原因」が生 じる。ゴ=場の排気 ・排水がそうだ

し,家 が建て込む と 「甲案の汚水は乙家の井水を汚 し,丙 家の廃物は丁家の空

気を敗る」 といったことになる。外国との交通が盛んになると,コ レラや痘瘡

のような病気が持ち込まれること.になる。要するに 「開化の事業と称するもの

＼ 尺榔μ8ゴ♂co〃～p'8'漉5ケ 自τ・召礁 ρrψgr躍 σ認 ∫4ロ`}κ 」8α 躍,Paris,1837 ,T.1.p.481.な お,阪 上

孝 「革 命 とf云統」 〔『思想 』789号,1990年3月)を も参 照 。

12)阪 上 孝 「革 命 と伝統 」155-159ペ ー ジ.

13)菅 野 竜 太 郎 訳 『ベ ル ッの 日 記」(上 〉,岩 波 文 庫,1979年,47ペ ー ジ。

14)佐 々 木 克 は 明 治10年 頃 ま で を 「急 進 的 開 化 主 義.1の 時 代 と し,そ れ 以後 日本 の 伝 統 の 見 直 しが

は じま る と して い る.佐 々 木克 「明 治 天 皇 巡 幸 と 「臣 民 」 の 形 成⊥ 『思想 」845号,1994年11月,

98-99ペ ー ジ。
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は皆,健 康 を害 す るの 原 因 た らざ る は な し」 な のだ 。 個 人 の健 康 保 持 と文 明 の

矛 盾 した 関 係 が 公 衆 衛 生 を必 要不 可欠 にす る ので あ る。 「開 明 の 進 む に随 ひ,

或 は時 勢 の風 潮 に捲 か れ て不 知不 識 其 健 康 を害 す るあ.り,或 は其筈 た るを知 る

も一 個 人 の如何 と もす る能 は ざ る.もの あ りて,各 自衛 生 は其 目的 を達 す る能 は

ず 。 是 れ 即 ち公 衆 衛 生 法 の 世 に欠 くべ か らざ る所 以 な り。」(r衛 生会雑誌』1号,

明治16年6月)

こ う して 公 衆 衛 生 は 不 可 欠 に な るが,公 衆 衛 生 にか ん して まず 問題 に な る の

は個 人 と社 会.全体 の 関係 で あ る。 この点 につ い て,森 林太 郎 は,公 衆 衛 生 法 は

「公 衆 健 康 とい ふ もの を護 る法 に非 ず,人 の 健康 を公衆 的 に護 る法 な り」 とい

う。 公 衆 衛 生 とい っ て も,公 衆 とい う集 合 体 の健 康 の 保 護 で は な く,「 社 会 的

一 個 入 の健 康 」 を保 護す る ので あ り
,た だ その 方 法 が 「公 衆 的」 だ とい うわ け

だ 。 「公 衆 衛 生 と云 ふ もの即 ち,民 の健 康 の 人 々 の健 康 を離 れ て存 在 す べ き は

信 ず 可 らず,躯 体 よ り して 民 躯Volksk6rperと 云 ふ べ き もの の 存 在,す で に

信 ず べ か らざ れ ば な り。 又 民 疫 と云 ふ も人 々の 疫 の み,民 が一 体 とな りて病 む

に非 ず 。」(「公 衆衛生略説」,r鴎 外全集 著作篇1第25巻,260-261ペ ー ジ)森 に よれ

ば,衛 生 学 とは 「人 の外 囲 に在 りて影 響 を人 に及 ぼ す べ き物 を知 る学 」 だ が,

そ の う ちで 「公 衆 的 に管 理 せ ざ るべ か らざ る もの 」 が あ り,そ れ を担 うのが.公

衆 衛 生 学 だ とさ れ る。(同,256ペ ー ジ)い い か え れ ば,公 衆 衛 生 の特 質 は そ の

対 象 にあ るの で は な くそ の方 法 に あ り,重 要 な こ とは 「公 衆 的方 法 」 を採 るべ

き領 域 の 範 囲 を確 定 す る こ とだ とされ る。

この 領 域 に か ん して,森 は 「個 人 の 権,一 会社 の権 に て事 を措 置 して 足 るべ

き に,公 衆 衛 生 の 之 に まで 立 ち入 らん とす る は,甚 だ しき僻 事 な らん」 胴,

261ペ ージ)と 限 定 す る けれ ど も,こ の領 域 が きわ め て広 大 なの は間 違 い の な い

こ とだ った 。 人 の外 囲 に あ っ て人 の健康 に影響 を 及 ぼす もの の うち,空 気 水,

土 地 な どの個 人 の力 で は対 処 で き ない もの の すべ てが,公 衆 的 方 法 を採 るべ き

領 域 だ か らで あ る。 そ して公 衆 衛 生 は身 体 そ の もの よ りも身体 を と りま く環 境

を 対 象 と して い るか ら,必 然 的 に医 学 以 外 の さ まざ ま な知 識 に依 存 す る こ と に
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なる!`,。他方ではこれらの環境にたい しては 「公衆的方法」によらざるをえな

いから,政 治や行政 と緊密に結びつ くことにな.る。 このことは公衆衛生の科学.

としての性格に影響を及ぼすであろう。森は公衆衛生が 「術」でな く 「学」で

あることをくりかえし強調 し,そ の科学的自立性を確立するために果敢に論争

を挑んだが,そ の森 も公衆衛生学の応用が政治に深 くかかわっていることを認

めた.。「余等は固より実験的医学の政治 と人事 とに関係少なきを知る。然れど

も又其応用の大に之 と相連係するもの多 きを知るな'り。」(「第一回目本医学会と

東京医事新誌と」,r鴎外全集 著作篇』27S,115ペ ーの 医学は病気を直すことを

日的としているという意味で技術的性格が強いが,公 衆衛生は行政との必然的

な結びつきによって技術的性格をいっそ う強める。公衆衛生は 〈統治の技術〉

と不可分であった。

.とζろで当時の衛生家にとって重大な問題だったのは,衛 生事業が 「各人的,

政府的の衛生事業に変形し去 り」,そ の結果,「公衆衛生の事業を私己と官司 と

に委却 して顧 りみざる」(柴田承桂 「衛生上公私の区域如何」,『衛生会雑誌』71号,

明治22年4月 〉事態になっていることであった。公 と私の分裂,さ らには両者

の対立状況の解消が,ま ず目指されねばならなかった。との対立は,た とえば

医師が伝染病患者を避病院に収容するさいにとくに鮮明に現われる。医師は伝

染病患者を届けでて,避 病院に収容する事を義務づけられていた。 しか し避病

院はもともと患者のために設けられたのではなかった。「患者其人嫉自宅に在

りて療養することを其喜ぶところに して,又 便利なるに相違なし。然れども自

宅にては他人に伝染するの恐れ.あるが故に患者の便利欲望を抑へて値入の危険

を防 ぐが為」(長与専斎 「赤痢病に於ける医師の困難」,r衛生会雑誌』130号,明 治27

年3月)に 設立されたのである。.しか も避病院は粗末な仮小屋で医師も看護人

も薬剤 もまった く不備だったから,「生 きなが ら病人を捨てて以て苦死せしむ

15)森 林太郎 は 「衛生学の内容はあま りに雑 然 としてみる。それ に少 しexactに や らうとする と,

す ぐ化学 とか気象学 とか生物学 とか,外 の領域 にふれ て行 きづ まって しまふ。おれは専 門を選び

そこね た と思 ってみる」 と息子の於菟 に語 ったという。 〔岡田正弘 「自然科学者鴎外」,「鴎外全

集月報25」,昭 和28年6月)

燭
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る場 所 」 と見 な され て い た 。 こ う して,伝 染病 患 者 の届 出 と避 病 院へ の収 容 を

義 務づ け られ てい る医 師 は,「 公 益 」 を命 じる法律 と患 者 に た いす る 「慈 悲 心 」

の板 挟 み に な る。 じっ さ い,明 治26年 中 に処 分 を受 け た医 師 は223人(同 年 の医

師総数 は39,601人)だ が,そ の 大 半 は伝 染病 隠蔽 の罪 に問 わ れ た もの だ った。 医

β

師 の 苦 境 が 表 現 して い る公 私 の深 刻 な対 立 状 況 を緩 和 す る には,「 避 病 院 を改

良 して患 者 の此 に入 る を嫌 は しめ ざ る」 よ うにす る こ と,さ ら に根 本 的 に は,

各 人 的 で も政府 的;警 察 的で もな い,市 町 村 に よ る衛 生 自治 の強 化 が必 要 だ と

考 え られ た 。

こ う して衛 生 の観 点 か ら地 方 自治 の 必 要 が 主 張 さ れ るが,衛 生 自治 の た め に

は 公 衆 衛 生 の啓 蒙が 不 可 欠で あ った 。 そ の た め に用 い られ た 説 得 の戦 略 の 一一つ

は,健 康 の 国民 経 済 的価 値 の強 調 で あ る。 健康 は個 人 の 人生 に とって 欠 くこ と

の で きな い価 値 だが,そ れ だ けで.な く国 家 社 会 に と って も重 要 な経 済 的価 値 を

も って い る 。健 康 保 全 は個.人の問 題 で あ るだ けで な く,社 会 の問 題 だ とい うの

.で あ る。 長 与専 斎 を は じめ,長 谷 川 泰,中 浜.東一郎 な ど当時 の 主だ った 衛 生 家

た ち が,健 康 の経 済計 算,よ り正 確 にい えば 病 気 の経 済計 算 を行 な う。 た とえ

ば 長 与 は,明 治19年 の東 京 の コ レラ患 者 は12,971人 で,コ レ ラ対 策 に費 した 金

額 は3⑪9,321円 余 り,患 者 一 人 につ き25円42銭 に な る とい う。 と ころで 明 治10

年 の流 行 か ら明 治24年 ま で の.東京 で の コ レ ラ患 者 は26,593人,チ ブ ス患 者 ぽ

12.439人 だ か ら,直 接 的 な伝 染 病 対 策費 だ けで 約991,650円 に な る。 しか も こ

の 巨額 の金 額 は 「皆 そ の時 に消 へ て 仕舞 て,一 つ も後 に残 っ て居 らぬ」,.ま っ

た くの無 駄 遣 い だ 。 東 京 の 水 道.1事 に は650万 円 か か る けれ ど も,こ れ に よ っ

て コ レラ患 者 が 激 減 す れ ば,そ の 費用 は短 期 間で 取 り返 す こ とが で きる,と 長

与 はい う。(「東 京市水 道論」,r衛 生会雑 誌jlo3号,明 治24年12月)ま た石 黒 五.卜二

は東 京 の下 水..1:事が 有 利 で あ る こ とを証 明す る ため に,イ ギ リ スの ク ロイ ドン

に お ける 下水 道 の整 備 に よ って得 られ た 経 済 的 利 益 の計 算 を紹.介す る。(「汚水

渠 改良説」,r衛 生会雑誌』3号,明 治16年8月)そ れ に よ る と,下 水 工 事 の完 成 し

.た ユ855年か らの20年 間 の 埋 葬 費,治 療 費 の減 少117,780ポ ン ド,健 康 者 の増 加
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に よ る賃 金 の 増 加413,595ポ ン ド,合 計531.,375ポ ン ド,そ れ にた いす る下 水

lL事 の 費 用 は267,665ポ ン ドで あ り,し たが って 下水 工 事 の もた ら した純 利 は

263,710ポ ン ドに な る 。 こ う して下 水 工 事 が 巨 大 な利 益 を もた らす こ とが 強 調

され る。

も う少 し手 の込 ん だ計 算 に は,ペ ッテ ン コー フ ェル が1887年 の万 国衛 生 会 議

で 提 出 した,死 者1人 につ き病 人 が35人 あ り,病 気療 養 の平 均 日数 は20日 だ と

い う数字 が用 い られ る。 この 数 字 に も とづ い て,長 谷 川泰 は 明 治22年 の 時 点 で

の 病 気 の 経 済 計 算 を す る。 こ の 年 の 死 者 は816 ,42]人 だ か ら患 者 の 数 は

28,574,735人,治 療 日数 は571,494,700日 にな る。 か りに1日 の 治 療 費 を ユon

とす る と,治 療 費 の総 額 は57,149,470円,そ れ に死 者 の葬 儀 費 を,か りに1件

あ た り1⑪円 と して 計 算 す れ ば,8,164,210円 で,合 計 す る と65,313,680円 とな

り,政 府 歳 入 の4分 の3以 上 に な る。(「帝国 中央衛生事務 に就 て内 閣総理大 臣及帝

国議会 に望む」,『衛生会雑誌』94号,明 治24年3月)

日本 で 人 口 千 人 につ き病 人が 何 人 い るか を統 計 的 に明 らか にす る こ と も試 み

られ た こ と もっ け加 え て お こ う。 早 くか ら衛 生 統計 に 関心 を も ってい た石 黒 忠

恵 は,明 治21年 に北 海 道 の屯 田兵 村 を対 象 と して 人1.1千 人 あ た りの病 人数 を統

計 的 に把 握 しよ う と試 み た 。 なぜ 屯 田兵 村 か とい え ぱ,人 口 の出 入 が 限 られ て

お り,医 者 も軍 医 に限 られ て い るの で,重 複 計 算 を避 け て よ り正 確 な数 字 が 得

られ る と考 え られ たか らで あ る6そ の結 果,人n千 人 あ た りの病 人 数 は1日 平

均22.77人 とい う数 字 が得 られ,こ の 数 字 を も とに 推算 す れ ば 日本.全体 の 病 人

数 は1日 平 均1,163,929人 に な る と,誇 ら しげ に 述 べ て い る 。(「衛生の実証 は

統計 に拠 らざるべか らず」,『衛生会 雑誌』119号,明 治26年4月)

もち ろ ん これ らの 計算 が正 確 だ とい うの で は ない 。 む しろ 経 済 計算 と して は.

あ ま りに粗 雑 だ とい うべ きだ ろ う。 しか し重 要 な こ とは,「 国 家 公 衆 の観 念」

が 健 康 の 国 民経 済 的価 値 とい う仕 方 で 説 か れ て い る こ とで あ り,健 康 が 経 済計

算 の,そ れ も国民 経 済計 算 の対 象 に な った こ とで あ る。 そ して上 下 水 道 の整 備

な どの 衛生.1事 に は 多額 の費 用 が か か るけ れ ど も,病 気 に よ る損 失 を大 幅 に減
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少させるのだから.,人民はその工事費を喜んで負担すべきだ,と され る。 こう

してこの時期の衛生家の多くは,衛 生学を 「健康における経済の学問」 と考え

だ5)が,公 衆衛生をこの方向に強力に推 し進めたのは後藤新平である。

後藤によれば,生 命こそはあらゆる資本 と財産の源泉だから,そ の保全を目

的とする衛生は国富の増進にとって不可欠である。この観点からすれば,公 衆

衛生は伝染病の予防のような消極的事業にとどまってはならない。むしろ,衛

生法が医学の領域に限定された ことは日本の公衆衛生の大 きな欠陥だうた。

「従来衛生法は医学を基礎 として発達 し来 りたるが故に,.医師の狭隘なる智識

に伴ひ,偏 随に陥 り,経 済家の等閑視する所となれ り。近時の衛生法は全 く社

会経済学に欠 く可らざる要素 となれるより,衛 生百般の事一新顕象を呈するに

至れ り。」1η後藤の考える公衆衛生は職業衛生制度,社 会保健制度,公 的扶助 な

ど,社 会政策の全領域をふ くみ,ほ とんど社会政策の同義語であった。後藤は

公衆衛生の啓蒙の戦略を,健 康な生命が第 一の資本であ り,そ れを保全 し増進

する衛生は生産的だとい う点においた。「お爺さん,お 婆さん,女 子供にも資

本 と云ふことがすっか り分かった以上は,自 から衛生の必要を知るに至るが故

に衛生の道の行れないと云ふ ことはないことになります。そこで日本の富国強

兵 も期すべ く其事を挙げるに六ヶしくないと思ひます。」(「衛生と資本」,r衛生

会雑誌』.157号,明治29年6月 〕

IV

,

衛 生 自治 の 検 討 に 移 ろ う。 柴 田承 桂 は 「衛 生 上,公 私 の 区 域 如何 」 で公 衆 衛

生 を三 つ の 領 域 に 区 分 し,そ れ ぞれ の領 域 で の 進 歩 を測 って い る。

第 一 の 領 域 は 「日本 全 国 を 一 団体 と して外 国 よ り輸 入 す る伝 染 病毒 を 防 止す

る」 す る もので 「国 際 衛 生 」 と名 づ け られ る。 こ の領 域 で は,「 虎 烈 刺 予 防法

16}森 林太郎も衛生学は健康の経済学だというが,そ の内容は異なる。健康の経済的価値を無視す

るのでないが,森 が注目するのは,経 済学も衛生学もともに新陳代謝を対象とするという方法的

な類似性である。

17)鶴.見 佑輔 『後藤新平』勁草書房,1965年 第1巻,845ペ ージの引用による。
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心得」によって開港場に検疫所が設けられ,領 事報告による伝染病流行の状況

の通報体制が整えられるなど,飛 躍的な進歩を遂げた。第二は 「国家の警察権

を利用 して各個人の力に及ばざる生命健康の危険を保護するもの,即 ち国家衛

生」であり,あ るいは衛生警察 と呼ばれる。この領域で も現在は伝染病の予防

に限られているけれども,顕 著な進歩が見 られる,と 柴田はいう。第三の領域

は 「狭義の公衆衛生,純 生の公衆衛生」.で,「市区町村自つから一団体 とな り

てこ.こに根底より衛生景況の改良を実行するの法」である。第一,第 二の公衆

衛生が 「臨時的で姑息の性質」のものなのにたいして,こ れ こそ 「永久的根治

的の性質を有するものにして国民の健康改良に関して将来不易の成功を求めん

とするには最 も大切の部分」だとされる。柴田が具体的に上げているのは,地

方自治体による上下水道の整備,市 町村に衛生専門の医師をおくなどの措置

だった。公衆衛生にかんするこの時期の最大の問題の一つは,上 下水道の敷設,

それをふ くむ東京市区改正の問題であった上81。柴田は,こ の領域は 「頗る幼稚

の景況に止まれ り,否,他 の衛生事項に対比 してやや退歩の状に陥れ り」 と断

言する。公衆衛生の思想が日本に導入されると,個 人が心がける衛生 と政府が

行なう衛生事業に分裂してしまい,政 府の行なう衛生事業とは異なる意味での

公的な衛生事業が育っていないか らである。柴田によれば,そ の原因は地方自

治が欠けていることにある。.東京,横 浜,長 崎などで上下水道の工事が実現 し.

あるいは計画されているけれ ども,「其過半は政府の筋より天降 り又は外人の

刺戟より起こりしものにして,其 市町村を構成せる民衆の企望より出たるもの

は殆ど之なき」に等 しいL9〕。 コレラと 「万有理学」 と自治が公衆衛生を成立さ

18)こ れ らについては,長 与専斎 「松香私志王175-179ペ ー ジ,森 圏外 「市区改正 は果 して衛 生上

の問題 に非 ざるや」 〔r院外全 集 著作篇」27巻),同 「市区改 止略論」 〔同28巻),中 浜東 一郎

「道路 と衛生 の関係」(r衛 生会雑誌」72号,明 治22年5月)長 谷川泰 「東京市 区改正委員 に望

む」(『衛 生会雑誌』65号,明 治21年10月)な どを参照。

19〕 明治21年5月 に,コ レラ予防法 について教えを受けるべ くコ ッホの もとを訪ねた石黒忠恵は,

日本の ヒ下水道 の整備 にか んす るコ ッホの批判 をつ ぎの ように記 してい る。 「氏H何 故に全国

流行の導火たる長崎 と又全 国の首都たる東京 とを措 きて横 浜には着 手せ ん。余 日 横浜は第一の

開港場に して外 国人の来た り住す る者多 し。故に先ず横 浜に着手 せ しものなるべ し。氏 日 是は

以ての外な り。余は益 々疑 団を固か ら しめた り。 自国人の居住 する..ヒ地を放擲 して外 国人の居/
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せ る 「三 元 素 」 だ が,日 本 の 公 衆 衛 生 に は 自治 とし.・う第 三 の元 素 が 欠 けて い た

た め に,「 純 生 の公 衆 衛 生 」 の 発 展 が お し と どめ られ た とい うの が,柴 田 の 評

価 だ った。 「吾 鋭 敏 な る.L流 の 人 士 が 従 前 公 衆 衛 生 の 事 に冷 淡 な り しは彼 の 三

要 素 の一 を欠 きた り しに 由 る に非 らず や,中 央 集権 の傾 き多 く町村 自働 の機 関
爵

を得 ざ りしに 由 る に非 らず や 。」

後 藤 新 平 は,ロ ー レ ンツ ・フ ォン ・シ ュ タ イ ンの 行 政 学 に よ りなが ら,公 衆

衛 生 制 度 を衛 生 警 察 と衛 生 事 務 に区 別 す る。 前 者 は 「..個人 の健 康 を妨 害 せ ん.

とす る もの(即 未発危害)を 防 ぐ所 の 法 令 及 び其 処 分 を網 羅 す る」 もの で,威

権(タ ヴァル ト)に よ る禁止 な い し抑 圧 とい う 「陰 性(ネ ガテ ィーフ)」 の性 質 を

もって い る。後 者 は 「其 健 康 を害 す るカ ー 個 人 に依 て の み 発 せ ず して社 会 の 生

活 よ り生 ず る顕 象(例 之不潔 な る空気 及び汚水の排除,街 路の清潔,飲 水 の改 良等 の

事)を 司 る もの 」 で あ り,「 陽 性(ポ ジティーフ)」 の 性 質 の もの で あ る 。 歴 史 的

に見 れ ば,ま ず 衛 生 警 察 が生 まれ,つ いで 徐 々 に衛 生 事 務 が 展 開 す る が,後 藤

は 「衛 生 制 度 は衛 生 警 察 を 出 て漸 次 衛 生事 務 に移 るの 秋 な り」 とい う シ ュ タイ

ンの言 を引 き,日.本 にお い て も 「地方 自治制 の施 行 は百 般 の 衛 生 事 務 起 こ るべ

きの 時 な り」 と主 張 してい る。(「衛生警察 と衛生事務」,『衛生会雑 誌』,78号,明 治

22年11月)

柴 田 も後 藤 も,取 締 り中心 の 対 処療 法 的 な衛 生 警 察 か ら衛 生 条 件 の 抜 本 的 な

改 良 に進 むべ きで あ り,そ のた め に は地方 自治 に よる こ とが 必 要 だ と主 張 した

が,こ の こ とを も っ と も痛 感 して い た の は公 衆 衛 生 の責 任 者 の長 与 専 斎 だ った 。

公 衆 衛 生 は 「人民 自治 の運 動 に 出づ べ き もの な る に,当 時 の方 法 お おむ ね 命 令

的 に行 は れ,人 民 は予 防 の事 を挙 げ て之 を政 府 に依 頼 し,政 府 は 一手 に之 を引

き受 け」,そ の た め に 「人 民 は恰 も病 毒 の 災 害 と予 防 の 干渉 との 二 様 の 困 難 を

受 る の思 をな し,随 て 隠 匿忌 避 の弊 を生 じ,双 方 の 間 に一条 の 渠溝 を為 し遂 に

円滑 な る 運動 を 以 て 良績 を 収 む る 事 能 は ず 」(「市町村制 に係 る件」,『衛生会雑劃

＼住する所 を先にする とは,自 他其待遇 の順逆倒置 とも謂ふべ きか。敢て其理 由を承 らん。余,笑

て答へず。」

'
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77号,明 治22年10月),と 彼 は反 省 を こめ て演 説 して い る。 長 与 に よれ ば,衛 生

とは 自己 を 愛 し 自己 を衛 る こ とに ほ か な ら ない か ら,「 衛 生 と 自治 は殆 ど 同一

の原 素 に拠 て 組 み 立 て ら れ た る 同 一 物 」 で あ る。 そ うだ とす れ ば,「 衛 生 の事

業 整 頓 して疾 病 夭 折 の禍 害 を免 れ,能 く人 民 の幸 福 を保 ちて 国 富 み 兵 強 く世界

に雄 視 す る もの 特 り 自治 政 体 の 国 に於 て 之 を見 るべ し」 と い う こ と に な る。

(「衛生 と自治の関係」,『衛生会雑誌オ59号,明 治21年4月)

長 与 が 自治 の理 想 とす る.のは イギ リス の 自治 だ った 。 自治 とは 「局 部 の 事 は

局部 に於 て処 理 す る」 こ とだ とい うの が長 与 の定 義 だ が,イ ギ リスで は早 くか

ら教 区が ヒ下 水 道 の整 備 や 救 貧事 業 に取 り組 んで お り,教 区 あ るい は1831年 の

コ レ ラの流 行 を機 会 に その い くつ か を合 併 して生 まれ た 衛 生 区 が 衛 生 事 業 の 主

体 に な っ て い る。 要す る に 「早 に 自治 の 各 区域 に萌 発 し.中 央 政 府 は其 事 の 不

均 一 不 整 頓 な る もの を調 理 せ る に過 ぎず 。 実 際 の 事 業 先 ず 陽 極 的(ポ ジテー プ).

に 起 り,政 府 の 法 律 を以 て 陰極 的(ネ ガテープ)に 政 令 即 ち 禁 止 取 締 等 の 制 限

を与 へ た るは却 て事 業 の後 に在 り」 とい うのが イギ リス の公 衆 衛 生 の あ り方 だ

とい うの で あ る。 これ と対 照 的 なの は フ ラ ン冬 で あ る。 中央 政 府 に衛 生 官 をお.

くな ど の行 政 機 構 は イ ギ リ ス よ り も早 く整 備 さ れ た が,「 仏 国 の 地 方 制 度 は 全

く町 村 を奴 隷 視 し手 足 の 如 く使 役 す る の風 」 で 実効 が 上 が らな い。 「近 年 に至

る まで 巴 里 を 除 くの外,上 水 下水 其 外 衛 生 事 業 の 観 るべ き もの は ほ とん ど稀 」

だ と長 与 は述 べ て い る 。(「衛生 と自治の関係」)

イ ギ リ.スの 自治 を模 範 とす る 点で は後 藤 新 平 も同 じだ った 。 イギ リス の1882

年 の地 方 債 は1億.5千 万 ポ ン ドだが,そ の3分 の1以 上 の5,670万 ポ ン ドが 衛

生 事 業 に あ て られ て い るの を見 て も,「 学 術 の点 は独 逸 諸邦 に 譲 る所 あ る に も

拘 らず;英 人 自 治 自営 の気 質 に富 み,衛 生 の模 範 と仰 が る る所 以 を知 る」(r衛

生制度 論』207ペ ー ジ)の に十 分 だ とい う。 そ して 明 治31年 に衛 生 局 長 を辞 任 す

る さ い の 引 継 ぎ書 で は,イ ギ リス式 の衛 生 行 政 の採 用 を勧 告 して い る。 「蓋 し

英 国系 統 を用 う る と き は,衛 生事 務 と救 貧 事 務 とを結 合 す る こ とを得 る を以 て,

頗 る 国家 生 活 ヒに有 要 に して,国 民 の健 全 発 達 を期 す る に欠 くべ か らざ る もの
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な れ ば な り。」刎

森 林 太郎 の意 見 は異 な る。 イ ギ リ スの 自治 を う らや む もの は 多 いが,イ ギ リ

スの 自治 は,無 給 の名 誉 職 員 に大小 の 区 を治 め さ せ る とい う こ とにす ぎ ない 。

この 区 な る ものが 現 実 に合 わ な くな って い る.ヒに,職 員 は無 給 で あ る た め に戦

費
務 に励 ま な い こ とが 多 く 「自治 一 変 して 「不 治」 とな り しを見 る こ と屡 な り」

〔「公衆衛 生略説 」,268-269ペ ー ジ)と 森 はい う。 この 弊 害 は.衛生 行 政 に お い て と

くに顕 著 で,地 方 自治 に妨 げ られ て 全 国 に行 な わ れ る衛 生 法 は最 近 まで ほ とん

ど な か っ た 。 「英 人 の守1日を 好 め る も,漸 く衛 生 上 の 中 央 集 権 の 必 要 な る こ と

を悟 り,次 第 に国 法 め きた る もの を 立 て て,遂 に1875年8月11日 改 正 の.公衆衛

生 令 を 出す に至 りぬ。」(「英国衛 生制度 略」,284ペ ージ)全 国共 通 の衛 生 法,衛 生

制 度 とい う点 で は,イ ギ リ スの 地 方 自治 は 阻害 要 因 にす ぎ ない とい うの が森 の.

.評 価 だ った2%

.長与 は 「衛 生事 業 の 作 興 は 自治 精 神 の発 達 に伴 ふ 」(「衛生 と 自治の関係」)と

して.,地 方 自治 の拡 充 を ・セ張 し,明 治21年 の 市 町 村 制 の 実施 を そ の 第 一歩 と し

て 歓 迎 す る。 もち ろ ん 長与 の考 え る 自治 は 「一 切 万 事 人 民 の 為す 所 に任 せ 捨 て

て 省 み ざ るが 如 き」(「市 町村制 に係 る件」,r衛 生会雑誌』79号,明 治22年101])も の

で は ない 。 人民 の衛 生 知 識 は ま った く不 十 分 だ し,衛 生 事 業 の成 果 はす ぐに は

現 わ れ な い た め に 目 先 の利 益 に 惑 わ され る もの も多 い か ら,「 深 く其 利 害 を講

究 し」,人 民 を 直接 ・間 接 に指 導 し,公 衆 衛 生 に誘 導 す る こ とが 必 要 だ 。 長 与

の考 え る 自治 は,財 産 と知 識 の あ る名 望 家 が指 導す る 〈指 導 自治 制 〉 だ とい う

べ きだ ろ う。 この よ うに は な はだ 限界 の あ る地 方 自治で は あ った けれ ど も
,そ

れ で も 「衛 生 事 務 の如 き其 性 質 に於 て 本 来 自治 の事 業 に属 す る もの」 だ と して

「衛 生 自治」 が 提 唱 され,自 治 体 の担 うべ き仕 事 が 規 定 され た こ との 意 義 は 小

20)鶴 見佑輔 「後藤新平」,第1巻,758ペ ージ。

21)自 治制度だけでなく,イ ギリスの医学の学風も森の批判の対象だった。「見ずや,今 の杏林の

巨擘には,猶 英米医業の積弊を受けて,而 して自ら悟らず,漫 に英米医の実学を称揚するものあ

るを。彼等の所謂実学は,自 然学及び其研究法 と何の関係かあらん。」(「日本医学会論」,「鴎外
全集 著作篇』第27巻,86ペ ージ)森 の考えでは,実 学とは研究の結果の応用にすぎず,そ れに

たいして現在の日本の医学界にとって焦眉の急を要するのは研究そのものの推進だった。
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さくないり

このようにして公衆衛生は地方自治にもとつ く社会的領域を生み出した。そ.

れ とともに 「公衆の健康 は政府の一人目的なり」とい う森林太郎の言に見られ

るように,統 治の原理が変わる鋤。こうして公的な領域 と私的な領域の区別と

編成 という問題が提起され,そ のなかで地方自治体の担 うべき領域が議論され

ることになった。公衆衛生は健康が社会的な問題であることを際立たせ,健 康

は個人の社会化のための戦略的な点になったのである。

V

このことは医学 と医師の位置,果 たすべき役割にもはねかえる。従来の医学

の役割は病人の要請にもとづいて病気の治療を行なうことだったのにたいして,

公衆衛生においては,病 人の要請によらずに,場 合によってはそれに逆らって

予防のための介入することが求められ,医 師の役割は病人との関係よりも社会

との関係によって規定されるからである。こうして病気の治療 とは異なる.医学,

つまり社会的医学 とそれを担 う医師が必要とされることになる。

.医科大学教授の片山国嘉が提唱 した 「市区郡医制度」はこうした要請に応え,

衛生自治の根幹を担 う制度として構想された。市町村で伝染病予防の実行にあ

たるべ き機関として最初に設けられたのは,明 治12年 のコレラ大流行のさいの

衛生委員である。 しか しこの制度は,地 方に適切な人材がなく,任 命された委

22)公 衆衛生の誕生 は,ミ シ ェル ・フー コーのい う 「死 なせ るか,そ れ とも生 きるま まに してお

く」 権力か ら 「生 きさせ るか,そ れ とも死の 中へ廃棄 す る」権 力へ の移行 を表わ して いる。

(7ー コー 『知へ の意志」 〔渡辺 一民 訳)新 潮社,1986.175ペ ージ。)も ち ろんこの 「生 きさせ

る」権力 は戦争 という大量死 と背中合わせにつ ながっている。 この点で,森 林太郎が,衛 生の限

界 について述べている ことは興味深 い。「公衆 衛生の限局ぜ らるる所以 は人 身の健康 の人生最終

の目的にあ らざるに依 る。児を上校せ しめ,兵 を入営せ しむ る事,家 に置 くよりも危 しとて学校,

兵営 は廃すべか らず。疫の国よ り伝ふるを嫌へ ども.海 岸防疫法 を厳 にす る余 りに民の交 通を妨

ぐるべからず。健 康よ り貴 きもの を健康 にて買ふ は時 としてILむ ぺか らざ るな り。」(「公衆 衛生

略説」,261ペ ー ジ)「健康 よ り貴 き もの」が何 を意 味するかはかな らず し も判明で はない けれ ど

も、森が他の衛生家 にくらべて,公 衆衛 生がは らむ問題性 をよ く認識 していた とい うこ とはでき

る。 なお,健 康 とヨー ロッパの近代 社会 とのか かわ りについ ては,富 永茂樹 『健康 論序説」 河出

書房新社,1977年 を参照。



P

22〔 鈴2}..第156巻 第4号

員 も多 くは職 務}こ忠 実 で なか6た た め に,明 治19年 に廃 止 され た 。衛 生 委 員 は

「衛 生.行政上 に欠 くべ か ら ざ る機 関 なれ ば,気 長 く誘 導 の功 を積 み,郡 市 町 村

医 な どの 制 を 設 け て互 い に提 携 せ しめ た らん に は,終 に衛 生 自治 の 仕 組 も整 う

べ か り しに,か く も短 的 に廃 止 せ られ,し か して新 設 の 自治 制 度 に は衛 生 担 当

者 の 組 織 は載 せ られ ず,地 方 衛 生 の 事 務 は 警察 吏 の 一 手 に帰 し ∫れ り。」(r松

香 私志1174-175ベ ー ジ〉 そ の結 果,「 衛 生 と いへ る こ と はす べ て人 民 の厭 う と こ

ろ 」.とい う事 態 が い っ そ う高 じ,衛 生 自治 は未.発達 の状 態 に止 め られ た とい う

の が,衛 生委 員 にか んす る長 与 専斎 の総 括 だ った。

片 山 も同 じ意 見 で,衛 生 にか ん す る法律 規 則 は整 備 され て きて い るが,そ の

「法律 規 則 実 行 の 局 に 当 る の 人 に就 て は大 に欠 くる所 」 が あ り,.「各 地 方 に於

て衛 生 に 関す る法 律 規 則 の 実 行 を指 揮 監督 し,又 其 地 方 衛 生 の 実 況 を視 察 報告

し得 る に適.する 有 力 の 人物 を 配 置 」 す る こ とが 急 務 だ とい う。(rd∫区部医制 度

論」,「市区郡 医制度論(承 前〕」,『東 京医事新誌』,607,609号,明 治22年11月16日,11

月30日 〉 しか しこ う した 人物 を 開 業 医 に 求 め る こ とはで き な い。 開業 医 の 大 部

分 を しめ る 「従 来 開業 の もの」 は漢 方 医 で衛 生学 と法 医学 の知 識 を欠 い てい る

し,内 務 省 の 医 師 開業 試 験 合 格 者 も衛 生 学 と法 医学 の試 験 を課 され て い ない か

らで あ る器〕。 そ れ ゆ え.「普 通 の 開業 医 を して悉 く衛 生 学 及 び裁 判 医学 に通 暁 せ

認膿諜 鷺欝 、る翻 日離騎 欝 鷺 訓
生医と裁判医とを各郡区におく 「市区郡医制度」が不可欠だ と片山はいう。

。騰裟灘畿蠕論難忽然矯纏 新訓
医科大学に設置することを提唱した。医師の大部分が衛生学 と裁判医学を修め

ていないという現状は 「医道の完壁を欠き,医 師社会の面目を損ずるのみなら 「

2耀難 ㌶覇憲滑面難雛1留撫講諜諾襯 襟 署篇禰/

入 十 年 史」 昭 和30年,807-808ペ ー ジ)
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ず,又 国家 の元 気 た る斯 民 の 健 康 の 保 全 及 び 斯 民 の権 利 の伸 縮 に 関 し て大 に不

利 な る所 」 だか ら,医 科 大 学 に国 家 医 学 講 習 科 を 設 置 して 「一 に は以 て世 に医

科 の全 豹 を研 修 せ る医 師 を増 殖 せ しめ,.一 に は以 て吾 邦 に於 て市 区 郡 医 制 度成

るの 日,其 候 補 者 た る可 き資 格 を 有 す る 人物 を預 め養 成 せ ん」 とい うの が そ の

設立 の趣 旨で あ る。 具 体 的 に は,官 公 立 医学 校 の卒 業 生 と内 務省 の 試 験 に 合格

して医 師 開業 免 状 を得 た もの とに,病 理 解 剖 式(週3時 間),衛 生 学(週5時 間),

裁 判 医 学(週5時 間),精 神 病 学(週3時 間),日 本 医制 及 び 衛 生 法(週2時 間)

の講 義 と実 習 を あ た え,12週 間 で終 了 し,終 了者 に は講 習 証 を,試 験 に及 第 し

た.もの には 及 第 証 を あ た え る とい うので あ る鋼)。

国 家 医 学 とい うの はStaatsarzneikunde・ の訳 語 だ が,片 山 ら に よれ ば,こ れ

こそ 時 代 の 要 請 に適 合す る医 学 の新 展 開 を実 現 す る もの だ っ た。 片 山 は
,医 学

の 系 統 図 を物 理 学,化 学,病 理 学,生 理 学 な どの 「要素 」 と 「応 用 」 に区 分 す

る。 そ して応 用 を(1)治療 学,(2)衛 生 学,(3)法 医学 ま た は裁 判 医 学 に区 分 し,さ

らに衛 生学 を各 自衛 生 学 と公 衆 衛 生 学 に再 区分 して,治 療 学 と各 自衛 生 学 を 合

わ せ て 「各 自医 学 ま た は私 医学 」,公 衆 衛 生 学 と法 医 学 を 合 わ せ て 「国 家 医 学

ま た は公 医 学 」 と名 付 け る。 公 衆衛 生 の確 立 が 急 務 で あ る こ とは あ らた め て い

うま で も な い が,法 医 学 の 教 授 で あ る 片 山が と くに 強 調 した の は 近 代 日本 に

と っ て の裁 判 医 学,法 医 学 の必 要性 だ った 。.不備 な 「検屍 検傷 法」 は冤 罪 を生

む こ と に な る し,さ らに 重 要 な の は外 国人 のか か わ る裁判 の場 合 で あ る。 外 国

人 は不 完 全 な検 屍 検 傷 法 に よ る証 拠 は無 効 だ と して 罪 を免 れ よ う とす るか ら,

法 医 学 が不 備 で あ れ ば,「 条 約 改 正 後 に於 け る裁 判 の結 果 は外 人 必 勝,内 人 必

敗 」 とい う事 態 を 生 じか ね な い 。 そ の 結 果,「 条 約 改 正 は 日本 国民 を益 せ ず し.

て 外 人 を益 す る」 と して,条 約 改 正 反対 の 声 を 強 め る こ とに もな る。 だ か ら検

屍 検傷 法 を改 正 して,裁 判 医 学 を修 め た 医 師 を養 成 ・配 置 す る こ とは 「国 家 の..

一人急 務 」 だ とい うので あ る
。(「市 区郡医制度論(承 前〉」,r.東京医事 新誌』609号,

明治22年11月30日)

24)『 東京帝国大学五十年史(上)」,昭 和7年,1208-1210ペ ージ。
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医 学 の 覆 うべ き領 域 を この よ う に 区分 し た う.えで,片 山 は 医 学 の 発 展 を{1)..・

「医 」 と称 すべ き もの の存 在 しなか った 時 代,② 「医」 は あ る が 医学 と称 す べ

き もの の 存在 しな い時 代,(3)経 験 的 医 学 は 存在 す る が,理 学 的医 学 は存 在 しな

い 時代,㈲ 理 学 的医 学 は存 在 す るが,そ の 応 用 が 治 療 学 に 限 られ て い る時 代,
β

㈲ 三 つ の応 用 が知 られ た時 代 に区 分 す る。 日本 の 医 学 史 に つ い て い え ば,中 国

医 学 を受 け縫 い.だ古法 派 あ るい は 漢 方 医 学 は(3)の段 階,前 野 蘭化 に よ る 『解 体

新 書1の 翻 訳 に よ って西 洋 医 学 が 導 入 され て 以 後 は(4)の段 階 で あ り,現 在 は㈲

の段 階 に入 る こ とを要 求 さ れ て い る とい.う。(「国家医学に観て」,『東京医事新誌』

636,637号,明 治23年6月7,14日)国 家 医 学 講 習 科 は ま さ に こ う した 要 請 に応

え る もの と.して提 案 され たの だ った 。

国家 医学 の教 育 の必 要 は,森 鵠 外 の よ うな 国 家 医 学講 習科 の批 判 者 も是 認 す

る と こ ろで,「 大 に 共 著 眼 の 時 務 に適 した る を賀 し,我 邦 医 界 の 為 に は 此 の 一

大 盛 挙 あ り し を祝 せ ん」 と述 べ た。(「日本医育論」,r鴎 外全 集著作 篇』27巻,378

ペー ジ)25)批判 が 向 け られ た の は,そ れ が あ ま りに速 成 で あ りす ぎ る こ と,官

立 ・公 立 の 医学 校 で は 講習 科 よ ゆ も充 実 した 衛 生 学,法 医 学 が 講 じら れ て い る

の だ か ら,こ う した 講 習 科 の設 置 は 「姑 息 の 上 は 塗 」 にほ か な らず,「 医 育 の

紊 乱 」 を もた ら し,医 学 教 育 の 「正 科 の.発達 を妨 ぐる」 結 果 に な る と考 え られ

る こ と∴ そ して と りわ け講 習 科 の 目的 が 市 区 郡 医 の 候 補 者 の 養 成 に あ る と され

てい る点 で あ る。.と くに最 後 の点 は,日 本 にお ける 「実 験 的 医学 の輔 推 」 を何

よ りも重 要 だ と考 え て い た森 劉 に と って,そ の 中 心 で あ るべ き医 科 大学 に市 区

25>「 日本民有論」は1医 事新論a1号,明 治23年3.月,に 賀古鶴所の署名で発表されたが.[鴫

外全Vに 鴎外の著作 として収められているのでそれによった。

26).こ の時期の森林太郎は,「実験的医学の翰推」とい う原則に立って,医 学界のあらゆる動きに

たいしてヒステリックなまでに激しい攻撃を加えた.現 在の日本の医学者のほとんどは 「翻訳家,

伝習者,受 売人」〔「敢て天Fの 医士に告ぐ」,『鴎外全集著作篇』27巻,105ペ ージ)に すぎず,

日本の医学は学問的実験とそれにもとつく国際的に通用する独創的 「アルバイ ト」の産出という

「実験的医学」の水準には達 していない。実験的医学を推進し,日 本の医学の学問的水準を高め

る二とが医学者の使命だが,「今の日本にては猶実験的医学を妨害する物ありて,其 勢力甚だ人

なるを知る。」〔「第 ・回日本医学会と東京医事新誌と1,同..lmペ ージ)森 はこの妨害を 「反動[
と名付け,そ の最たるものを 「我国医界の二三老策士が,近 時学問権の学者に落ちんとするを妨

ぐる諸運動」(「傍観機関」,f鴎外全集著作篇』26巻,工57ページ)に 見出した。二三老策士と/
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郡医の地位をめぐる猟官運動を持ち込み貿レ,医学界にはびこるボス支配を強め,

医科大学を実験的医学の推進 という本来の任務から逸脱させるものとして許 し

が たい もの だ った 。

国家医学講習科の提起はこのような批判を招いたが,医 学の介入すべ き領域

が拡大 し,そ れとともに医学全体の編成替えが必要になっていることは,だ れ

もが認めるところだった。公衆衛生は医学 と医師のあ り方を変化させる旋回軸

で あ っ た 。

VI

以上検討 してきたように,公 衆衛生の覆う領域はきわめて広大だったが,主

と して ロー レ ン ツ ・フ ォ ン ・シ ュ タ イ ンの行 政学 に よ りなが ら,公 衆 衛 生 の 観

念 を生存 競 争 の観 念 と結 びつ けて 極 限 に まで拡 大 し,.〈衛 生 国 家 〉お}の構 想 を提

起 した の は.後藤 新 平 で あ る。 「国 家衛 生 原 理』(明 治22年)闘 に よ りなが ら,こ の

＼い うのは,明 治17年 に乙酉会 を結成 し,第 一 回 日本医学会(明 治23年 開催)の 発起人にな った石

黒忠 悪,長 谷川泰,大 沢謙二,高 木兼寛,長 与専斎 などの医学界 の元老 のことであ る.こ れ らの

「老 策士」 は,政 界 と結 びあ るいは,学 問外 の地位 を利用 して医学界 を牛耳 り,医 学の進歩を妨

げているとい うのが,森 の判断であ り,こ うした反動 と闘 うことをみずか らの使命 としたのだ っ

た。 「此弊 を除かむ とす るには,一 種 の談論の止むべか らざ るを奈何せむや。之 を国の治乱にた

とへ むに,今 の欧州の医学世界は太平の気象 舖煮た り。此 界に遊べ る医 は其隻観察,単 成績を報

道 して,.'歩 脅医学の進行を謀 るを以て足れ りとす。我邦 は猶戦乱 の世 なり,,い や しくも天下の

た めに計 らむ ものは,宜 し く先ず外冠を平げて,而 る後 に内治 を謀 るべ し。願は くは今の医た ら

む ものは,我 実 験的医学のため に地 を為 さむことを以 て念 とせよ。」 〔「第一 回医学会 と東京医事

新誌 と」,llD-ll1ペ ー ジ}飛 鳥井雅道 「鴎外 その青春1,角 川書 店,1976年 を参照。

27>じ っさい,市 区郡医の候補.者とい う言葉 に惹かれ て講習科 の募集 に応 じるものは多 く,第2同

の募集 には20人 の定員にたい して280人 が応募 した。

28)〈 衛生国家〉 を自由主義国家 と福祉 国家 の中間にある国家 のタイプとして取 り出 したのは,ロ

ザ ンヴァロンで ある。P.RDsarlvaUl,r1,L'趣 α θπ㎞ ηf♂f,Paris,1990,pp.128-135.1832年 のコ レ

ラ大流行以後,焦 眉の急を要す る問題 となった公衆衛生 を中心 に,自 由主義国家 とぽ比 較になら

ね ほど活動領域 を拡大 し,「社 会的 な もの」 の領 域に立脚す る国家の タイプを,ロ ザ ンヴ ァロ ン

は衛生国家 と呼ぶ。後藤新平が 「国家衛生原理jで 考察 してい る国家のあ り方は,ロ ザ ンヴ ァロ

ンの 「衛生国家」 と重な りあ うが,の ちに.見るように,後 藤 は国家の構成原理か らあ らゆる活動

にいた るまでのすべてを 「衛生 」 としてとらえる点で,は るかに徹底 した 「衛生国家」 だ という

ことがで きる。

29)本 書は明治22年 に出版 されたが,こ こでの 引用 は水沢市立 後藤新平記 念館編 「後藤新 平関係

文書」(マ イクロフィルム,x-12}に 収 められた再版 〔明治3ユ年}に よった。
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点 を 検討 しよ う。

生 物 に とっ て もっ と も基 本 的 な こ とは 生存 だが,そ の た め に は生 存 競 争 に勝

つ こ とが 必 要 で あ る。 「競 争 の攻 撃 に抗 低 し,若 くは 之 を剋 制 して適 当 の給 養

生 殖 を営 み得 る に非 ず ん ば其 生存 を全 くす る こ と能 は ず 。」 〔13ページ)後 藤 に
β

よれ ば,衛 生 法 とは 「生理 的動 機 に発 して 生 存競 争 自然淘 汰 の理 に照 準 し,人

為 淘 汰 の 力 を加 へ て 生 理 的 円 満 を 享 有す る の 方法 」(15ペ ージ)で あ る。 生 理 的

動 機 とい うの は す べ て の生 物 に具 わ る 固有 の 力 で あ り,生 理 的 円満 とい うの は

「給 養 生 殖 を営 み,以 て 心 体 の 健 全 発 達 に 満 足 な る生 活境 遇 」(14ペ ージ)の こ

とで あ る。 この よ うに 衛 生 をす べ て の生 物 の も っ と も基 本 的 な あ り方 と とら え

た うえで,後 藤 は 社 会 と国 家 を 「生 理 的 円満 」 を得 るた め の 必 然 的 な構 築 物 だ

とい う。 人 間 は生 理 的 円 満 を得 る た め の用 具 を一 身 に は具 えて い な い不 完 全 な

動 物 だ か ら,社 会 を形 成 し国家 を設 立 して そ の欠 を補 わ な けれ ば な らな いか ら

で あ る。 主 権 の 根 拠 を征 服 や 契 約 に 見 出す 説 が あ る けれ ど も,こ れ らは 「主 権

を実 行 す るの 手 段 」 につ い て 述 べ た だ け で あ り,主 権 の根 拠 は先 の よ う に理 解

さ れ た 「衛 生」 に 求 め な け れ ば な ら な い。 〔47-48ペー ジ)こ う して,国 家 は 生

埋 的動 機 と生理 的 円満 を両 極 と し,衛 生 を軸 とす る 「衛 生 的 団 体 」(21ペ ー ジ)

で あ り,国 家 学 は生 物 学,と くに ダー ウ ィ.ン以後 の生 物 学 に もとつ か な けれ ば

な ら な い(6-7ペ ー ジ),と.い うの が 後 藤 の 主 張 で あ っ た。 後 藤 は こ う した 観

点 か ら 「衛 生 の系 譜 」 を下 表 の よ う に ま とめ て い る 。(21ペ ージ)

生理的動機

平時衛生

副

衛生私法

衛生公法

衛生私法

衛生公法

〔D直 接衛 生私法

(21間 接衛 生私法

(3)直 接衛生公法

(4)間 接衛生公法

㈲ 直接衛生私法

(6}間 接衛生公法

(7〕 直接・衛生私法

(8)間 接衛生公法

生理的円満



公衆衛生の誕生......(23の27

〔1)は養生法,② は道徳,学 術,農 工商業,(3〕は衛生制度,す なわち衛生警察

ど衛生事務,㈲ は立法,行 政,司 法である。非常衛生とは 「一個入が多数.人の

衛生の為めに其生命を犠牲に供する」の謂いであり,「一家族の為めに一個入

をして行はしめる」場合が非常衛生私法,国 家のために行なわせる場合が非常

衛生公法である。.こうして衛生は 「人事百行の明光を発すべ き中心の焼点」

(17ページ〕であり,衛 生を完壁に実現する国家が後藤の考える理想の国家だ

とされる。

後藤の 〈衛生国家〉は衛生の観念を極限にまで拡大する鋤ことによって成立

したが,こ れまで検討 してきたように,衛 生の観念にはこのような拡張の可能

性がはらまれていた。そしてその拡張可能性のゆえに,衛 生の観念は多 くの知

識人,と りわけ実務的知識人を結集するイデオロギー,グ ラムシの 「有機的知

識人」の概念になぞ らえれば,「有機的イデオロギー」 として機能することが

で きた.のだった。

(文献の引用 につ いては,長 与専斎 『松香私志』 は 「松本順 自伝 ・長 与専斎 自伝』,

平凡社 〔.東洋文庫),1980年,『 鴎外全集』か らの引用 は岩波書店版の 旧版 によ り,ま

たr大 日本私立衛生会雑誌』所収の論文 は論文 名を記 しr衛 生会雑誌』 と略記 して本

文 巾に記 した。)

30)後 藤 自身このことは 自覚 していた。「諸 君が我 々を評 して,ア レハ脳髄 に衛生 と云ふ一部分

の熱 を以 て其 熱に浮かされ て居 る奴だ から,・…・・衛 生の眼鏡を掛 けて見 ただ けの論だ と云ふ

判断 を下す方 が有 りま しょうが,其 批 判は困 り甘 じて受 ける積 りで御 座 ります。」 〔後藤 「人

事 と衛生の関係 」,「衛生 会雑誌」53号.明 冶20年10月}


